
「求人者マイページ」開設のご案内

ハローワーク朝倉 専門援助・事業所部門
☎0946-22-8609 メールアドレス4015mypage@mhlw.go.jp

その１

（事業主の皆さまへ ）

その２

ハローワークのサービスを、ハローワークインターネットサービス上で

ご利用できる仕組みで、窓口に来所せず、事業所のパソコンなどから

さまざまな手続きが可能になります。

○求人の新規申込み・更新・内容変更、募集停止、画像登録

○応募者の紹介状の確認、ハローワークへの選考結果の登録

○応募者とのやりとり（メッセージ機能）

○求職者情報の検索（求職情報を求人者に公開希望している方に限ります。）

現在利用できる主なサービス

求人者マイページとは？

令和３年９月より新たなサービスが加わりました！

▶▶開設手順は次項へ

☑こちらも
チェック

「求人者マイページ」を開設している事業所は、

オンラインからのハローワーク紹介受付が可能となります。

ハローワークにてメールアドレスを登録処理後、

電話連絡をいたしますので、その後、ハローワークインターネットサービス

にて求人者マイページを開設してください。

「求人者マイページ」を開設するには

次項の例文を参考に必要事項を記載のうえ、

ハローワーク朝倉あてに電子メールでお知らせください。

「求人者マイページ」の開設や操作を求人支援員が訪問
してお手伝いします。お気軽にお問い合わせください。



●求人者マイページの開設手順

ハローワークからの確認連絡後、以下の手続きにお進みください。

こちらより
お進みください

「ハローワークインターネットサービス」で検索
または、下記より

登録するパスワードと認証キーを入力

認証キー受信（50分有効）

利用規約などに同意を行い、

登録したメールアドレスを入力

ハローワークインターネットサービスにアクセスし、

「求人者マイページ開設（パスワード登録）」をクリック

マイページ開設完了！！

ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

マイページの操作方法は、

「求人者マイページ利用者マニュアル」

（ハローワークインターネットサービスに掲載）

不明な点はヘルプデスク

（電話：０５７０－０７７４５０）で

ご案内しております。

必要事項（事業所名、事業所番号、登録用メールアドレス、

電話番号、担当者）をメール本文に記載してお申し込みくだ

さい。

件名を「求人者マイページ登録用メールアドレスの申請」

として以下の例文のようにメール本文に記載してください。

求人者マイページ開設用のログインアカウントとして利用する

メールアドレスを次のとおり登録します。

事業所名

事業所番号 4015 ー ー

登録用メールアドレス

※個人名でのメールアドレスではなく複数人が閲覧可能なメールアドレスの登録をお勧めします。

電話番号

担当者氏名

※以下の手順は事業所登録済みの場合の手順です。
（事業所登録がお済みでない場合は、事業所登録が必要となります。
詳細はハローワークにお尋ねください。）

例文


